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国
際
観
光
文
化
都
市
の
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
七
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
百
三
十
二
条
関
係
）
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
国
際
観
光
文
化
都
市
の
整
備
に
関
す
る
事
業
計
画
）

（
国
際
観
光
文
化
都
市
の
整
備
に
関
す
る
事
業
計
画
）

第
三
条

国
際
観
光
文
化
都
市
の
長
は
、
第
一
条
の
目
的
に
照
ら
し
、
か
つ
、
流

第
三
条

国
際
観
光
文
化
都
市
の
長
は
、
第
一
条
の
目
的
に
照
ら
し
、
か
つ
、
流

動
人
口
の
状
況
を
考
慮
し
て
特
に
必
要
と
さ
れ
る
都
市
公
園
、
下
水
道
、
道
路

動
人
口
の
状
況
を
考
慮
し
て
特
に
必
要
と
さ
れ
る
都
市
公
園
、
下
水
道
、
道
路

及
び
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
計
画
（
以
下
「
事
業

及
び
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
計
画
（
以
下
「
事
業

計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
主
務
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

る
。

な
い
。

２

事
業
計
画
に
は
、
前
項
の
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
概
要
、
経
費
の
概

２

事
業
計
画
に
は
、
前
項
の
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
概
要
及
び
経
費
の

算
そ
の
他
国
際
観
光
文
化
都
市
の
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る

概
算
並
び
に
流
動
人
口
の
状
況
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

３

事
業
計
画
は
、
二
年
ご
と
に
、
事
業
の
進
行
状
況
等
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

き
必
要
な
改
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
二
項
の
規

定
を
準
用
す
る
。


